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特例退職被保険者制度ってナニ？
会社を退職したあとは、健康保険の加入は通常、任意継続被保険者か国民健康保険に加入する
ことになります。しかし、出版健保では、老齢厚生年金請求を行い受給権のある方を対象と
した「特例退職被保険者制度」を設けています。

【 条 件 】下記1～4をすべて満たしている方
1.在職中の出版健保加入期間が20年以上若しくは40歳以降10年ある
2.老齢厚生年金の請求を行い、受給権を有している
3.75歳未満である
※（75歳未満でも後期高齢者医療制度の適用を受けている方は加入することができません）
4.日本国内に居住している

【申請の期限】
申請には期限があります。老齢厚生年金請求を行った日以降、年金証書を受け取った日の翌日から
3カ月以内です。（年金請求時に受け取る年金請求書控と年金見込額照会回答票で申請可能です。）
ただし、在職老齢年金受給者は、被保険者資格を喪失した日から3カ月以内
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【 提出書類 】
・「特例退職被保険者資格取得申請書」
・住民票（個人番号が省略されていて、世帯全員の記載がある、交付されてから3ヶ月
以内のもの）
・老齢厚生年金の年金証書の写し（年金証書が届いていない方は「老齢厚生年金請求
受付控」と「年金見込額照会回答票」の写し。後日年金証書の写しを提出）
・「念書」

【 資格の喪失 】
①後期高齢者医療制度の被保険者（75歳以上または65歳以上75歳未満で障害該当となった
方）となったとき
②健康保険、共済組合、船員保険等の被保険者になったとき
③死亡したとき
④生活保護の受給者となったとき
⑤海外居住となったとき
⑥健康保険、共済組合、船員保険等の被扶養者となったとき
⑦保険料を納付期日までに納付しないとき
⑧資格喪失の申出のあった月の翌月の1日となったとき
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　平成25年4月より下記のとおり特別支給の老齢厚生年金（報酬比例部分）の受給開始年齢が段階的に引き上
げられ、それに伴い、特例退職被保険者制度への加入年齢も61歳以降に順次引き上げられています。
　そのため、特例退職被保険者制度の加入年齢までは、任継継続被保険者制度や国民健康保険などにご加入い
ただくことになります。
　※ただし、老齢厚生年金を60歳に繰り上げて受給した場合（年金受給額は減額されます。）は60歳から
加入することが可能です。

65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金が支給されます

65歳から老齢基礎
年金が支給されます

32年4月2日～34年4月1日 37年4月2日～39年4月1日 63歳
34年4月2日～36年4月1日 39年4月2日～41年4月1日 64歳

36年4月2日以降 41年4月2日以降

特別支給の老齢厚生年金受給開始年齢引き上げに伴う特例退職被保険者制度の加入について

特別支給の老齢厚生年金（報酬比例部分）受給開始年齢

生年月日（昭和） 報酬比例部分の
支給開始年齢

定額部分の
支給開始年齢男性 女性

30年4月2日～32年4月1日 35年4月2日～37年4月1日 62歳



老齢厚生年金請求書の受付控（見本）
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年金見込額照会回答票の見本
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特例退職被保険者制度の保険料はいくら？
令和6年度の保険料は
一般保険料 22,560円
介護保険料 4,320円(65歳未満の方は出版健保が徴収）

※65歳以上の方は市区町村へ納付
特例退職被保険者制度の保険料額は保険料率等の改定で変更となることがあります。

国民健康保険の保険料額と比べてみてください！
※国民健康保険の保険料額は最寄りの役所にご確認ください。
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特例退職健康保険料預金口座振替可能金融機関一覧

特例退職の保険料の納入方法で毎月の自動引き落としを希望される場合は、
「健康保険料預金口座振替依頼書（3枚複写）」にご記入・ご捺印（1枚目届出印
枠内）いただき、3枚とも適用課にご提出ください。書き損じたときは、金融機関
届出印にて訂正印を押印してください。
なお、前納払い（半年・1年払い）は自動引き落としはできません。

自動引き落としご利用可能な金融機関
みずほ銀行・三菱UFJ銀行・三井住友銀行・
りそな銀行・埼玉りそな銀行・きらぼし銀行・

文化産業信用組合
＊「健康保険料預金口座振替依頼書」は 適用課 TEL 03-3292-5005
にお電話いただければご郵送いたします。

7



特例退職前納払い保険料（前納払いは割引があります）
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240 千円 令和6年度 （各年2月開催の組合会において保険料率等が決定します。）

きます。

　　　　（ただし、月末が土・日・祝日の場合は翌月の最初の営業日が納入期限となります。）

（例）65歳未満の方で4月1日に特退の資格取得をされた方

1年分の前納払いを選択した場合

　・　4月分（ 初回月分 ）は 1ヶ月分の　26,400円を納付書発行日

　　　以降 7営業日までに納付します。

 ※翌年4月以降の納付書は 3 月中旬までに送付いたしますので、

　　3月末までに 1年分を納付してください。

（前納払いを1年払いから半年払いに変更、あるいは各月払いまたは口座

振替に変更を希望される場合、3月中旬までに適用課あてにご連絡ください。）

料　　率 94 18 112

各月払保険料 ※介護保険料は65歳の誕生月よりお住まいの各市区町村にて納めていただ

標準報酬月額

健康保険料 介護保険料 保険料合計

1 ｶ月分 22,486 円 4,306 円

円

※前納する場合、取得月の月末までに納入しないと割引は適用されません。

前納払保険料

割引月数 健康保険料 介護保険料 保険料合計
割　　　　引　　　　額

１カ月分 22,560 円 4,320 円 26,880

26,792 円 74 円 88 円

健康保険料 保険料合計

53,497 円 221 円 263 円2 ｶ月分 44,899 円 8,598 円

80,115 円 441 円 525 円3 ｶ月分 67,239 円 12,876 円

106,645 円 734 円 875 円4 ｶ月分 89,506 円 17,139 円

  ・　5月分 ～ 翌年3月分（前納対象分）は11ヵ月分の284,776円を

6 ｶ月分 133,822 円 25,626 円 159,448 円 1,538

133,090 円 1,099 円 1,310 円5 ｶ月分 111,701 円 21,389 円

円 1,832 円
     　4月30日までに納付します。

7 ｶ月分 155,872 円 29,848 円 185,720 円 2,048 円 2,440 円

円 3,134 円

9 ｶ月分 199,756 円 38,251 円 238,007 円 3,284 円 3,913 円

8 ｶ月分 177,850 円 34,056 円 211,906 円 2,630

10 ｶ月分 221,591 円 42,432 円

11 ｶ月分 243,354 円 46,600 円 289,954 円 4,806

円 264,023 円 4,009 円 4,777

円 5,674 円 6,760 円

円 5,726 円

12 ｶ月分 265,046 円 50,754 円 315,800



特例退職被保険者制度のメリットはナニ？
• 保健事業が充実してます！

被保険者の方は、今までと同様に年に1度健康診断を
受けることができます。

35歳以上の被扶養者を対象とした
健診もあります（一部負担金あり）

保養施設（直営・契約）は今までと同じように
利用が可能です。

運動施設の利用、大会などにも
参加可能です。

• 出版健保独自の保険給付があり
ます！

医療費の自己負担額が高額になった場合、
限度額を超えた額が高額療養費として支
給されます。

保険給付については在職中
と同様、一部負担還元金や
家族療養費付加金などの
付加給付があります。

被保険者の方は、出版健保診療所（東京・御茶
ノ水）で今までと同様に一部負担金（自己負担
額）が半額で受診できます。
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出版健保のイベントスケジュール
（体育奨励事業）

春 冬秋夏

ファミリー
向けイベント

個人向け
イベント

潮干狩り（4～7月頃） 歩け歩け大会
（10～11月頃）

テニス・卓球大会（5～7月
頃）

開催の可否や日程について変更になる場合があります。案内や詳細は、
ホームページでご確認ください。

ミニマラソン
大会

（1月頃）
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将棋大会
（10月頃）

スマホウォーキ
ング（5月頃）

スマホウォー
キング（11月

頃）



加入手続きは・・・
• ホームページより「特例退職被保険者資格取得申請書」と
「念書」をダウンロードの上、年金証書の写し・住民票
（世帯全員・3か月以内の交付）を添付してご提出ください。

詳しくは、出版健康保険組合 業務部適用課
TEL 03-3292-5005
大阪支部
TEL 06-6944-4300
までご連絡下さい。
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